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【誤訳訂正書】
【提出日】令和2年6月9日(2020.6.9)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２０】
　本発明によれば、バイオポリマーは、様々な特性を有する様々な官能基に化学的にグラ
フトするように化学誘導体化によって修飾されていない。一例として、カルボキシメチル
セルロース（ＣＭＣ）は本発明によるバイオポリマーではない。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つのマイクロカプセルを含むコア－シェルマイクロカプセルスラリーであ
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って、
　ａ）油性コア；
　ｂ）アニオン性または両親媒性バイオポリマーの存在下で界面重合により形成されたポ
リマーシェル；および
　ｃ）カチオン性ポリマーを含むコーティング
を有し、
前記スラリー中の前記バイオポリマーと前記カチオン性ポリマーとの間の質量比が０．２
～２０であり、
前記バイオポリマーは、様々な特性を有する様々な官能基に化学的にグラフトするように
化学誘導体化によって修飾されていない、
前記スラリー。
【請求項２】
　前記スラリー中の前記バイオポリマーと前記カチオン性ポリマーとの間の質量比が０．
５～２．０である、請求項１記載のスラリー。
【請求項３】
　前記アニオン性または両親媒性バイオポリマーが、アラビアガム、大豆タンパク質、カ
ゼインナトリウム、ゼラチン、ウシ血清アルブミン、シュガービートペクチン、加水分解
大豆タンパク質、加水分解セリシン、擬似コラーゲン、ヒアルロン酸とアルブミンと硫酸
デキストランとの混合物、加水分解小麦グルテンとＣｅｒａｔｏｎｉａ　Ｓｉｌｉｑｕａ
（Ｃａｒｏｂ）ガムとアクアとデキストラン硫酸ナトリウムとビス－ヒドロキシエチルト
ロメタミンとフェノキシエタノールとエチルヘキシルグリセリンとの混合物、アラビアガ
ムと糖タンパク質とグルタミン酸とバリンとスレオニンとアクアとフェノキシエタノール
とエチルヘキシルグリセリンとメタ重亜硫酸ナトリウムとの混合物およびそれらの混合物
からなる群から選択される、請求項１または２記載のスラリー。
【請求項４】
　前記カチオン性ポリマーが、ジメチルジアリルアンモニウムクロリドホモポリマー、ジ
メチルジアリルアンモニウムクロリドとアクリルアミドとのコポリマー、ヒドロキシエチ
ルセルロースのヒドロキシプロピルトリメチルアンモニウムクロリドエーテル、ポリビニ
ルピロリドンとジメチルアミノエチルメタクリレートとの四級化コポリマー、グアーヒド
ロキシプロピルトリメチルアンモニウムクロリド官能化多糖、四級化キトサン、四級化タ
ンパク質、コラーゲン、ケラチン、アミノシリコーンならびにそれらの混合物からなる群
から選択される、請求項１から３までのいずれか１項記載のスラリー。
【請求項５】
　前記カチオン性ポリマーが、ラウルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解コラーゲン
、グアーヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド、カチオン性ヒドロキシエチルセルロ
ース、ジアリルジメチルアンモニウムクロリドのカチオン性ホモポリマー、ジアリルジメ
チルアンモニウムクロリドとアクリルアミドとのカチオン性コポリマー、アクリルアミド
プロピルトリモニウムクロリド／アクリルアミドコポリマーおよびそれらの混合物からな
る群から選択される、請求項１から３までのいずれか１項記載のスラリー。
【請求項６】
　前記油が香料を含む、請求項１から５までのいずれか１項記載のスラリー。
【請求項７】
　前記シェルがポリウレア系である、請求項１から６までのいずれか１項記載のスラリー
。
【請求項８】
　前記シェルがポリウレタン系である、請求項１から６までのいずれか１項記載のスラリ
ー。
【請求項９】
　請求項１から８までのいずれか１項に規定されたスラリーを乾燥させることによって得
られるマイクロカプセル粉末。
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【請求項１０】
　請求項１から８までのいずれか１項に規定されたマイクロカプセルスラリーまたは請求
項９に規定されたマイクロカプセル粉末の製造方法であって、以下の工程：
　ａ）少なくとも２個のイソシアネート基を有する少なくとも１種のポリイソシアネート
を油中に溶解して油相を形成する工程；
　ｂ）アニオン性または両親媒性バイオポリマーの水溶液を調製して水相を形成する工程
；
　ｃ）前記油相を前記水相に加えて水中油型分散液を形成する工程、ここで平均液滴サイ
ズは１μｍ～５００μｍ、好ましくは５μｍ～５０μｍである；
　ｄ）界面重合を引き起こしてスラリーの形のマイクロカプセルを形成するのに十分な条
件を適用する工程；
　ｅ）カチオン性ポリマーを添加する工程；および
　ｆ）任意にカプセルスラリーを乾燥してマイクロカプセル粉末を得る工程
を含み、
前記バイオポリマーと前記カチオン性ポリマーを、前記スラリー中の前記バイオポリマー
と前記カチオン性ポリマーとの間の質量比が０．２～２０となるような量で添加し、
前記バイオポリマーは、様々な特性を有する様々な官能基に化学的にグラフトするように
化学誘導体化によって修飾されていない、
前記製造方法。
【請求項１１】
　工程ｄ）において、ポリアミンを前記分散液に添加する、請求項１０記載の方法。
【請求項１２】
　工程ｄ）において、ポリオールを前記分散液に添加する、請求項１０記載の方法。
【請求項１３】
　工程ｄ）を追加のポリアミンの不在下で実施する、請求項１０記載の方法。
【請求項１４】
　前記油が、前記マイクロカプセルスラリーの全質量に対して２０質量％～５０質量％の
量で添加された香料またはフレーバーを含む、請求項１０から１３までのいずれか１項記
載の方法。
【請求項１５】
　前記バイオポリマーを、前記マイクロカプセルスラリーの全質量に対して０．１質量％
～５質量％の量で使用する、請求項１０から１４までのいずれか１項記載の方法。
【請求項１６】
　前記カチオン性ポリマーを、前記スラリーにおいて０．１質量％～５質量％の量で使用
する、請求項１０から１５までのいずれか１項記載の方法。
【請求項１７】
　付香組成物であって、
　（ｉ）請求項６に規定された香料マイクロカプセルスラリーまたは請求項９に規定され
たマイクロカプセル粉末、その際、前記油は香料を含む；
　（ｉｉ）香料担体および付香補助成分からなる群から選択される少なくとも１種の成分
；および
　（ｉｉｉ）任意に香料補助剤
を含む、前記付香組成物。
【請求項１８】
　ホームケアまたはパーソナルケア製品の形の消費者製品であって、請求項６に規定され
たマイクロカプセルスラリー、または請求項９に規定されたマイクロカプセルスラリー粉
末を含み、前記油が香料、または請求項１７に規定された付香組成物を含む、前記消費者
製品。
【請求項１９】
　シャンプー、シャワージェル、リンスオフコンディショナーおよび石鹸バーからなる群
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から選択される、請求項１８記載の消費者製品。
【請求項２０】
　表面上へのマイクロカプセルの沈着の改善方法であって、前記表面を請求項１７に規定
された付香組成物または請求項１８に規定された消費者製品で処理することを含む、前記
方法。
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